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◆住宅用火災警報器を設置しましたか？
　平成１６年６月に消防法が改正され全国一律
に平成１８年６月１日からすべての住宅に住宅
用火災警報器の設置が義務付けられました。
　市条例では既存住宅への
適用時期を平成２０年６月１
日としていますが早めに設
置しましょう。

　４月４日、家和楽研修センターで茨城経済システム共
同開発組合の研修生を対象に防火教室を実施しました。
　研修は、これから日本で生活するうえでの火気使用に
関することや緊急時の
消防署への通報の仕
方、火災事例を基に火
の怖さを学びました。
また、実際に消火器を
使い火点に向けて噴射
し消火を体験しました。
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　現在消防署では、総務省消防庁・水戸地区救急医療協議会の指導により通報者からの
情報でその場に居合わせた人（バイスタンダー）に対して電話による指導・助言を行な
い、救命率の向上と傷病者の悪化軽減するために応急処置を指導しています。
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